
平
成
三
十
一
年
二
月
十
三
日
提
出

質

問

第

四

一

号

フ
ル
カ
ラ
ー
の
地
方
版
図
柄
入
り
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
に
つ
い
て
地
方
議
員
が
交
付
を
受
け
る
こ
と
に
関
す
る

再
質
問
主
意
書

提

出

者

初

鹿

明

博
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フ
ル
カ
ラ
ー
の
地
方
版
図
柄
入
り
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
に
つ
い
て
地
方
議
員
が
交
付
を
受
け
る
こ
と
に
関
す
る

再
質
問
主
意
書

「
フ
ル
カ
ラ
ー
の
地
方
版
図
柄
入
り
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
に
つ
い
て
地
方
議
員
が
交
付
を
受
け
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意

書
」
（
平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
八
日
提
出
質
問
第
二
号
）
に
対
し
て
、
政
府
は
「
各
党
各
会
派
に
お
い
て
十
分
に
御
議
論
い

た
だ
く
べ
き
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
」
（
内
閣
衆
質
一
九
八
第
二
号
）
と
答
弁
し
、
現
時
点
で
、
公
職
選
挙
法
で
禁
止
し

て
い
る
寄
附
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
は
示
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
、
改
め
て
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

一

公
職
に
就
く
者
や
候
補
者
が
、
フ
ル
カ
ラ
ー
の
地
方
版
図
柄
入
り
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
交
付
を
受
け
る
為
に
寄
附
を
行

う
こ
と
は
、
公
職
選
挙
法
第
百
九
十
九
条
の
二
で
禁
止
し
て
い
る
寄
附
行
為
に
該
当
し
て
い
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い

ま
す
。

二

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
及
び
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
に
つ
い
て
も
寄
附
を
す
る
こ
と
で
、
フ
ル
カ

ラ
ー
の
図
柄
入
り
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
こ
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
に
つ
い
て
は
ど

う
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

一



右
質
問
す
る
。

二


